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正 会 員 各 位 

(一社)全国ＬＰガス協会 

 

「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の施行に関するＱ＆Ａについて 

（お知らせ） 

 

標記につきまして、令和８年１月３０日付全Ｌ協保安・業務Ｇ７第２００号において

「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」（以下「改正法」という。）の施行につ

いて、以下のとおりお知らせいたしました。 

・荷主側が「白ナンバーのトラック」であると認識して有償で運送行為を発注した時

点で違法行為となり得る。 

・違法な「白ナンバーのトラック」に関わっているおそれや疑いのある荷主等が「ト

ラック・物流Ｇメン」による是正指導の対象となる。 

さらにＬＰガス配送トラックの見解については、国土交通省 物流・自動車局 貨物流

通事業課（以下「貨物流通事業課」という。）より、 

・白ナンバートラックの使用目的は自家用乗用車と同義であり、自社のＬＰガスを自

社の車で運ぶことを目的とした上で運賃による利益が発生しなければ、違法行為に

当たらない。 

・ただし、自社のＬＰガスを委託会社が運んでいて、運賃の請求を受けている場合

は、その委託会社は緑ナンバートラックが前提となっている。 

その後、会員の皆様から多くのお問い合わせをいただいておりますことから、ＬＰガ

スを配送するトラックに関するご質問内容について、改めて、貨物流通事業課に確認し

ましたところ、別添２のとおり回答がありました。 

貨物流通事業課から示された回答を踏まえ、当協会事務局にて別添１のとおり極力わ

かりやすいようにＱ＆Ａを作成しましたので、ご活用ください。 

なお、白ナンバートラックの運用が法令に抵触しないか等の最終的な確認につきまし

ては、管轄の地方運輸支局へ直接お問い合わせをお願いいたします。 

つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また直接会員におかれま

しては営業所等に対し、ご周知くださいますようお願いいたします。 

 
以 上 


